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「消防団員入団促進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」に基づく広報の推進について(通知) 

 

 このことについて、平素から消防団員の確保についてご尽力頂いているところであ

りますが、消防団員確保の更なる推進について（平成 18 年 7 月 14 日付 消防災第 275

号消防庁長官通知）第 4.１.(1)に基づき、また、各市町村における消防団員の入退団

の実態を踏まえ、日本消防協会をはじめ、関係団体(全国知事会、全国市長会、全国

町村会、全国消防長会)と連携して「消防団員入団促進キャンペーン」を実施するこ

ととし、平成 19 年 1 月から３月にかけて広報を積極的に展開することにより消防団

員の確保の更なる推進を図ることとしました。 

つきましては、本キャンペーン期間中に推進すべき事項等を下記のとおり取りまと

めましたので、貴職におかれては、広報が効果的に推進されるよう配慮されるととも

に、貴都道府県内の市町村及び消防本部（消防団の事務を処理する一部事務組合等を

含む。）に対しましても、積極的に広報の推進を図ることにより、消防団員の入団を

促進される旨周知されるようお願いします。 

記 

 

１ 消防団員入団促進キャンペーンについて 

  消防団員の退団が毎年３月末から４月にかけて多い状況を踏まえ、退団に伴う消

防団員の確保の必要性があることから、退団時期の前の１月から３月中を「消防団

員入団促進キャンペーン」として位置づけたこと。 

ただし、地域の実情により入団促進時期が異なる場合にあっては、その時期にキ

ャンペーン期間を位置づけても差し支えないものとする。 

 

２ 消防団員入団促進キャンペーンにおける推進事項 

(1) 各市町村における行政広報誌、ケーブルテレビ、インターネットにおけるホー

ムページ等のあらゆる広報媒体を積極的に活用され、消防団員の募集について

積極的に広報を実施し、消防団員の入団促進を推進する。 

(2) 本キャンペーン期間中に開催される各種イベント等において、ポスター、パン

フレット、ビデオ等を活用した消防団員募集の広報を推進する。 
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(3) 広報車などを活用して巡回広報を実施し消防団員募集の広報を推進する。 

(4) 消防団活動に協力又は支援した町会、団体又は事業所等に対しては、積極的に

表彰・顕彰制度を活用し、協力体制の構築又はなお一層の連携強化を推進する。 

 

３  本キャンペーン期間中における消防団協力事業所表示制度の推進 

｢消防団協力事業所表示制度｣の実施について(平成 18 年 11 月 29 日付 消防災第

427 号)で通知したところである。本制度は、事業所として消防団活動に協力(従業

員の入団促進、消防団活動への配慮等)することが、その

地域に対する社会貢献及び社会責任として認められ、当

該事業所の信頼性の向上につながることにより、地域に

おける防災体制が一層充実されることを目的としたもの

である。 

市町村等においては、この新たな制度を導入して、本

キャンペーンと併せ本制度を効果的に広報し、入団促進

を積極的に図られたいこと。 

 

４  留意事項 

消防団員の入団促進については、本キャンペーン期間中を特に重点時期として位

置づけたもので、消防団員の確保については、年間を通じて消防団員の確保の推

進に努められたいこと。 

 

５  その他 

(1) 消防庁では、関係団体の協力を得て「消防団員入団促進キャンペーン」オープ

ニング･イベントを平成 19 年１月中に開催する予定である。  

(2) 消防庁長官、日本消防協会会長等による座談会を新聞紙上に掲載し、消防団の

意義、役割、団員確保の必要性等について、メッセージを発信する予定である。 

(3) すでに配布した消防団ＰＲビデオ「ﾌｧｲｱｰﾌｧｲﾃｨﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ(俳優:照英 出演)」

の有効な活用に努められたい。また、当該ビデオは消防庁ホームページにも掲

載中である。（http://www.fdma.go.jp/syobodan/movie.html）  

(4) 消防団員入団促進ポスター、今年度導入予定の「消防団協力事業所表示制度」

の啓発に係るポスター及び当該表示制度の啓発を含めた消防団員入団促進パン

フレット、ビデオ、DVD(俳優:緒形直人 出演予定)を 12 月末を目途に配布予定

である。 

(5) 本キャンペーンにさきがけて消防団員入団促進に係る行事などを開催する場

合は、マスコミ等へ情報提供する予定なので行事内容が分かるものを、都道府

県を通じて E－mail、FAX などで報告をお願いしたいこと。  

(6) 消防庁のホームページに「消防団員入団促進キャンペーン」のサイトを 1月下

旬を目途に開設する予定である。 


